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お　

知　

ら　

せ

国
民
年
金
保
険

料
の
納
付
が
困

難
な
と
き
は
…

　

所
得
が
少
な
い
な
ど
、
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に

は
、
本
人
の
申
請
に
よ
っ
て
保
険

料
の
納
付
が
「
免
除
」、「
一
部
納

付(

一
部
免
除)

」、ま
た
は「
猶
予
」

さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

◆
制
度
の
種
類

・
免
除(

全
額
免
除
・
一
部
免
除)

　

申
請
者
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯

主
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の

場
合
、
保
険
料
の
納
付
が
全
額
免

除
ま
た
は
半
額
納
付
措
置
が
あ
り

ま
す
。

　

な
お
、
一
部
納
付(

一
部
免
除)

に
つ
い
て
は
、
一
部
納
付
額
が
未

納
の
場
合
、一
部
免
除
も
無
効(

未

納
と
同
じ)

に
な
り
ま
す
。

・
若
年
者
納
付
猶
予

　

30
歳
未
満
の
方
で
、
申
請
者
本

人
・
配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定

額
以
下
の
場
合
は
、
保
険
料
の
納

付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

・
学
生
納
付
特
例

　

学
生
の
方
で
、
申
請
者
本
人
の

所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
、

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま

す
。

◆
申
請
の
承
認
期
間

・
免
除
申
請
・

　

若
年
者
納
付
猶
予
申
請

　

７
月
〜
翌
年
６
月

・
学
生
納
付
特
例
申
請　
　
　
　

　

４
月
〜
翌
年
３
月

◆
申
請
手
続
き
・
問
い
合
わ
せ
先

　

本
庁　

住
民
生
活
課

　

☎
０
８
５
９
‐
54
‐
５
２
１
０

　

大
山
支
所　

住
民
課

　

☎
０
８
５
９
‐
53
‐
３
１
５
６

　

中
山
支
所　

住
民
課

　

☎
０
８
５
８
‐
58
‐
６
１
１
４

◆免除の対象となる所得のめやす（平成19年度）

○「４人世帯」、「２人世帯」の夫婦は、夫又は妻のどち

　らかのみに所得がある世帯の場合、「４人世帯」の子

　供は、16歳未満の場合のめやすです。

○若年者納付猶予の所得のめやすは全額免除と同じ、学

　生納付特例は半額納付と同じです。  

○退職者、震災・風水害の被災者の方は、所得がある場

　合でも免除に該当する場合があります。

◆「納付」と「全額免除・一部納付」など
と「未納」はこのように違います。

障害基礎年金及び遺族基礎年金を受給するために

は、一定の受給要件があります。

免除及び納付猶予などは 10 年以内であれば、古い

期間から順に納付が可能です（ただし、免除及び猶

予を受けた年度から起算して３年度目以降は、当時

の保険料に一定の額が加算されます）。
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老
齢
基
礎
年
金
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「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」
は

今
年
で
57
回
目
を
迎
え
る
全
国
的
な

運
動
で
す
。
犯
罪
や
非
行
の
な
い
地

域
を
つ
く
る
た
め
に
、
一
人
ひ
と
り

が
考
え
、
参
加
す
る
き
っ
か
け
を
つ

く
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

　

テ
レ
ビ
や
新
聞
で
は
毎
日
の
よ
う

に
事
件
や
ニ
ュ
ー
ス
が
報
道
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
犯
罪
や
非
行
を
な
く
す

た
め
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で

し
ょ
う
か
。
取
り
締
ま
り
を
強
化
し

て
、
あ
や
ま
ち
を
犯
し
た
人
を
処
罰

す
る
こ
と
も
必
要
な
こ
と
で
す
が
、

罪
を
償
い
立
ち
直
ろ
う
と
す
る
決
意

を
し
た
人
を
受
け
入
れ
る
こ
と
や
、

犯
罪
や
非
行
を
す
る
人
を
生
み
出
さ

な
い
家
庭
や
地
域
づ
く
り
を
す
る
こ

と
も
大
切
な
こ
と
で
す
。

　

こ
の
た
び
、
鳥
取
県
実
施
委
員

人　

権

7
月
は
、

「
社
会
を
明
る
く

す
る
運
動
」

の
強
調
月
間
で
す

会
（
69
機
関
・
団
体
）
で
は
次

の
よ
う
な
こ
と
を
定
め
て
取
り

組
み
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

○ 

重
点
目
標

　

「
犯
罪
・
非
行
の
防
止
と
更

生
の
援
助
の
た
め
、
地
域
住
民

の
理
解
と
参
加
を
求
め
る
」

○ 

強
調
月
間　

　

7
月
を
〝
社
会
を
明
る
く
す

る
運
動
〞
強
調
月
間
と
す
る
。

○ 

統
一
標
語

　

「
防
ご
う
犯
罪
と
非
行　

助

け
よ
う
立
ち
直
り
」

地　区 日　時 場　所

中山地区 7月 2日 中山中学校玄関前

名和地区 7月 2日 名和中学校玄関前

大山地区 7月 2日 ＪＲ大山口駅前

○
問
い
合
わ
せ
先

　

人
権
推
進
課

　

☎
０
８
５
9
‐
54
‐
２
２
８
６

◎ 本町の啓発活動


